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福山東警察署 伊勢丘交番 ０８４－９４７－００７９ 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲酒運転の根絶  

○ 飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。 

        ・ お酒を飲んだら絶対に車を運転しない。 

        ・ お酒を飲む席に車を運転していかない。  

        ・ 車を運転する人にお酒を飲ませない。 

     ・ お酒を飲んだ人に車を貸さない、同乗しない。 

   ○ 二日酔いによる飲酒運転に注意しましょう。 

アルコールの分解には、多くの時間を要するので、翌日に車を運転する

ときは、前日の酒量を控えたり、遅い時間まで飲酒をしないようにしまし

ょう。 

   ○ 自分の意思で飲酒をコントロールできない場合、アルコール依存症が

疑われますので、医療・保険機関等に相談しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年秋の全国交通安全運動の実施 

運動期間 令和６年９月 21 日(土)から９月 30 日(月)までの 10 日間 

スローガン 

自転車安全利用五則 

① 車道が原則、左側を通行 

   歩道は例外、歩行者を優先 

② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

③ 夜間はライトを点灯 

④ 飲酒運転は禁止 

⑤ ヘルメットを着用 

 

今日もまた あなたの無事故 待つ家族 


